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介護職員等処遇改善加算算定時の再委託料について 

 

 

謹啓 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます 

日頃より、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、この度、介護職員等処遇改善加算の新設に伴い、処遇改善加算を算定する場合

の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の再委託料につきましては、別紙

「介護職員等処遇改善加算 再委託料一覧」のとおりご案内申し上げますのでご確認

ください。 

なお、再委託における請求に関する関係書式につきましては、以下の QR コードまた

は法人ホームページ URL よりダウンロードのうえ、用途に合わせてご使用いただき

ますよう、重ねてお願いいたします。 

URL：https://nomad-haru.com/comm-supportcenter/ 

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

札幌市西区第３地域包括支援センター 

担当：森（もり）・相馬（そうま） 

札幌市西区発寒 3 条 1 丁目 2-25 ヒロガミビル 1F 

TEL：011-671-8200 FAX：011-671-8250 


